様式第2号(第6条関係)
第　　　　　号　
年　　月　　日　

　　　　　　　　　　　　様

彦根市長　　　　　　　　　　印　

彦根市排水設備新設補助金交付決定通知書

　　　　　年　　月　　日付けで申請のあった彦根市排水設備新設補助金については、次のとおり交付することに決定したので、彦根市排水設備新設補助金交付要綱第6条の規定により通知します。
記
	確認年月日
	年　　月　　日
	確認番号
	　

	補助金交付額
	　　　　　　　　　　　　　　　　円

	工事の名称
	下水道への接続を目的とした排水設備工事

	施工場所
	彦根市

	工事店名
	　


(注意事項)
　1　工事完了後速やかに完了届を提出してください。
　2　市による完了検査が終了次第、補助金交付請求書を提出してください。
　3　補助金は、前記請求の後20日以内に交付します。
　4　補助金は、排水設備工事以外の目的には使用できません。
　5　偽りその他不正な手段で補助金の交付を受けたときおよび規定に違反したときは、補助金を返還させることがあります。
　6　補助金は、工事の精算により増減することがあります。
